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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第６期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） － 650,795 741,987 1,048,046 1,364,085 

経常利益 （千円） － 97,301 71,802 164,779 196,388 

中間（当期）純利益 （千円） － 51,138 35,937 107,922 98,627 

純資産額 （千円） － 2,866,284 2,933,282 2,764,893 2,901,167 

総資産額 （千円） － 3,001,937 3,086,807 2,942,565 3,111,290 

１株当たり純資産額 （円） － 69,214.00 70,563.92 68,257.17 69,950.04 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
（円） － 1,259.02 871.62 2,792.94 2,411.60 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － 1,213.60 857.44 2,653.65 2,341.91 

自己資本比率 （％） － 94.9 94.6 93.9 92.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 147,484 36,806 223,638 344,579 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △430,025 △271,322 △436,334 △619,199 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 34,372 5,257 995,633 35,514 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
（千円） － 1,782,458 1,562,261 2,030,626 1,791,520 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

－ 

(－) 

63 

(8) 

66 

(9) 

53 

(6) 

62 

(10) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第６期中間会計期間は関連会社が存在しないため、また第６

期からは連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 

３．第６期より連結財務諸表を作成しているため、第６期以降については、営業活動によるキャッシュ・フロ

ー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高は記載しておりません。 

４．平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っております。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 467,742 650,795 741,987 1,048,046 1,364,085 

経常利益 （千円） 60,373 100,903 83,980 173,553 202,745 

中間（当期）純利益 （千円） 32,902 54,273 46,384 115,429 106,494 

持分法を適用した場合の 

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 582,862 1,101,508 1,107,428 1,084,067 1,102,548 

発行済株式総数 （株） 12,693 41,161 41,383 40,507 41,200 

純資産額 （千円） 1,687,464 2,863,810 2,930,702 2,772,400 2,901,566 

総資産額 （千円） 1,760,870 3,015,620 3,077,721 2,936,465 3,120,772 

１株当たり純資産額 （円） 132,944.48 69,472.56 70,819.00 68,442.51 70,323.22 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
（円） 2,592.14 1,336.20 1,125.00 2,987.24 2,603.96 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） 2,467.77 1,288.00 1,106.69 2,838.25 2,528.71 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 95.8 94.8 95.2 94.4 92.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 68,464 － － － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △231,135 － － － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △13,518 － － － － 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
（千円） 1,071,499 － － － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

46 

(2) 

57 

(8) 

59 

(9) 

51 

(6) 

56 

(10) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

３【関係会社の状況】 

 前連結会計年度において持分法適用関連会社であったサイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社は、当社

の役員が同社の役員を退任したことに伴い、当中間連結会計期間より持分法の適用範囲から除外いたしました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。 

２．当社グループの事業は、情報サービス事業単一セグメントのため区分掲記しておりません。  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員

を（ ）外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人）  66(9） 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人）  59(9） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）における我が国経済は、米国経済の減速懸

念や原油価格の高騰等の不安定要素があったものの、堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改

善等を受けて、緩やかな拡大基調を維持しました。情報関連サービスでは、金融向けや製造業向け等を中心に業務

システムの 適化やシステム運用、管理のアウトソーシング需要が増加傾向にある一方で、人材不足や他社との競

争激化、顧客における品質、費用対効果を意識した慎重な投資姿勢がみられました。 

こうした状況の下、当社は主力サービスであるＡＳＰサービス売上高を増大させる施策として、一会員当たりの

利用単価が高く売上高と収益増加に寄与するレギュラー会員の獲得に注力したほか、サービスの高付加価値化及び

新規事業の確立に向けた積極的な投資を行いました。また、収益基盤の安定強化策として、新規サービスを組み入

れた新パッケージサービスを導入し、従前のシステム利用料を改定し、将来の安定的な収益構造の基盤作りを行い

ました。一方、サイト内のトラフィック処理件数の増大や、セキュリティ強化、新規サービスを稼動させ、システ

ム運用の信頼性と安定性の向上に努めております。  

引き続き、当社グループは、中長期的な会社の経営戦略を具現化するため、当連結会計年度を強固な地盤作りを

行う年と位置づけ、諸施策を実行しております。当中間連結会計期間は以下のような取り組みを行いました。  

・内部統制構築支援ＡＳＰサービス「優統制倶楽部」サービス開始（４月） 

・買収防衛策導入の決議及び株主総会における承認決議（５、６月） 

・各国で導入実績がある売掛債権証券化システムを有するデミカ株式会社との資本提携（６月） 

・人事マネジメント診断サービス「リスモン職場サーベイ」サービス開始（８月） 

以上のような取り組みの結果、当中間連結会計期間の売上高は741,987千円（前年同期比114.0％）となりまし

た。サービスの品質向上と事業拡大につながる先行投資を行ったため、経常利益は71,802千円（前年同期比

73.8％）、中間純利益は35,937千円（前年同期比70.3％）となりました。 

 ① 会員数について 

会員数につきましては、前期末に比べて225会員増加し、3,809会員（前期比106.3％）となりました。新規サ

ービスを組み入れた新パッケージサービスを導入し、システム利用料を増額したことに伴い、サービスの浸透度

合いが低い一部のライト会員が退会したものの、大部分の理解を得ることができました。また、一会員当たりの

利用単価が高く安定収益となるレギュラー会員数は前期末に比べ266会員と前期を上回るペースで増加し、1,841

会員（前期比116.9%）となりました。 

会員数の推移（累計）を示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

２．与信意思決定サービス「ｅ－与信ナビ」及び関連サービスを利用できる会員 

３．「ｅ－与信ナビ」及び動態管理サービスである「ｅ－管理ファイル」並びに関連サービスを利用できる会員

回次 第４期 第５期 第６期 第７期   当中間期 

決算年月 
平成16年 
３月 

平成17年 
３月 

平成18年 
３月 

平成19年 
３月 

  
  

平成19年 
９月 

ＡＳＰサービス 

ライト会員（注）２ 850 1,208 1,826 2,009   1,968 

レギュラー会員（注）３ 661 812 1,091 1,575   1,841 

会員数合計 1,511 2,020 2,917 3,584   3,809 



 ② サービス分野別売上について 

当中間連結会計期間の売上高の合計は、741,987千円（前年同期比114.0％）となりました。主力サービスであ

るＡＳＰサービスの売上高の合計は、564,283千円（前年同期比119.3％）となりました。その内訳としてライト

会員向けサービスの売上高は104,732千円（前年同期比119.8％）となりました。これは、新パッケージ料金の導

入が貢献したことによるものです。また、レギュラー会員数が前年同期と比べ138.4％と堅調に推移したこと等

から、レギュラー会員向けサービスの売上高は459,550千円（前年同期比119.2％）となり、第３四半期以降も売

上高に貢献するものと考えております。 

コンサルティングサービスの売上高につきましては、177,704千円（前年同期比100.0％）となり、その内訳と

して、ポートフォリオサービス及びマーケティングサービスの売上高は77,516千円（前年同期比131.9％）と順

調に増加しました。デジタルデータ化サービスを主とするその他の売上高は100,188千円（前年同期比84.3％）

と一部案件の立ち上がりが遅れたため、前年同期と比べ低い水準となりましたが、第３四半期以降は新規大口受

注もあり、予定どおりに増加する見込みであります。  

当中間連結会計期間の販売実績をサービス分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．与信意思決定サービス「ｅ－与信ナビ」及び関連サービスを利用できる会員向けサービス 

３．「ｅ－与信ナビ」及び動態管理サービスである「ｅ－管理ファイル」並びに関連サービスを利用できる会員

向けサービス 

４．その他には、「金融サービス」と「デジタルデータ化サービス」を含む「その他サービス」が含まれており

ます。 

５．会員数は当社に登録されているＩＤ数  

サービス分野別 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

ＡＳＰサービス 

ライト会員向け 

サービス（注）２ 

会員数  1,968 98.4 

会員数別売上

（千円）  
104,732 119.8 

レギュラー会員向け 

サービス（注）３ 

会員数   1,841 138.4 

会員数別売上

（千円）  
459,550 119.2 

会員数合計 3,809 114.4 

ＡＳＰサービス売上合計（千円） 564,283 119.3 

コンサルティング

サービス 

ポートフォリオサービス及び 

マーケティングサービス（千円） 
77,516 131.9 

その他（千円）（注）４ 100,188 84.3 

コンサルティングサービス売上合計

（千円） 
177,704 100.0 

売上合計（千円） 741,987 114.0 



 ③ 収益について 

当中間連結会計期間の収益につきましては、営業利益が67,034千円（前年同期比68.1％）、経常利益が71,802

千円（前年同期比73.8％）、中間純利益が35,937千円（前年同期比70.3％）となりました。当連結会計年度は、

強固な地盤作りを行う年と位置づけ、格付精度及びデータ処理能力を向上させるための原価部隊の体制強化、サ

ービスの付加価値を更に高めるためのシステム増強及び新規サービスの立ち上げ、内部統制の強化、とりわけ、

財務報告に係る内部統制の構築のための投資等を行っているため、前年同期と比べ売上高利益率が低下しており

ますが、売上高の増加が営業収益に大きく貢献するという収益構造に変化はありません。 

当中間連結会計期間の営業収益を示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により36,806千円増加し、投資活動により

271,322千円減少し、財務活動により5,257千円増加し、この結果、現金及び現金同等物は、229,259千円の減少と

なり、中間期末残高は1,562,261千円（前年同期比87.6％）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動は、税金等調整前中間純利益が前中間連結会計期間と比べ22,914千円減少し、法人税等の支払額が

55,200千円増加しました。これらの理由により、営業活動全体として前中間連結会計期間と比べて収入が

110,678千円（前年同期比25.0％）の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動は、投資有価証券の取得による支出が前中間連結会計期間と比べ108,949千円減少し、無形固定資産

の取得による支出が前中間連結会計期間と比べ36,970千円減少しました。これらの理由により、投資活動全体と

して前中間連結会計期間と比べて支出が158,702千円（前年同期比63.1％）の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動は、新株の発行による収入が前中間連結会計期間と比べ24,864千円減少しました。これらの理由によ

り、財務活動全体として前中間連結会計期間と比べ収入が29,114千円（前年同期比15.3％）の減少となりまし

た。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

  当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

 
前年同期比
（％） 対売上比(％) 対売上比(％) 

 売上高（千円） 650,795 100.0 741,987 100.0 114.0 

 営業利益（千円） 98,439 15.1 67,034 9.0 68.1 

 経常利益（千円） 97,301 15.0 71,802 9.7 73.8 

 中間純利益（千円） 51,138 7.9 35,937 4.8 70.3 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当社グループでは、概ね受注から納品までの期間が短く、受注管理を行う必要性が乏しいため記載を省略してお

ります。 

(3）販売実績 

 当社グループはインターネットを活用した与信管理サービス事業を行っております。当中間連結会計期間の販売

実績をサービス分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．与信意思決定サービス「ｅ－与信ナビ」及び関連サービスを利用できる会員向けサービス 

３．「ｅ－与信ナビ」及び動態管理サービスである「ｅ－管理ファイル」並びに関連サービスを利用できる会員

向けサービス 

４．その他には、「金融サービス」と「デジタルデータ化サービス」を含む「その他サービス」が含まれており

ます。 

サービス分野別 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

ＡＳＰサービス 

ライト会員向けサービス（千円）

（注）２ 
104,732 119.8 

レギュラー会員向けサービス 

（千円）（注）３ 
459,550 119.2 

小計（千円） 564,283 119.3 

コンサルティング

サービス 

ポートフォリオサービス及び 

マーケティングサービス（千円） 
77,516 131.9 

その他（千円）（注）４ 100,188 84.3 

小計（千円） 177,704 100.0 

合計（千円） 741,987 114.0 



３【対処すべき課題】 

(1）対処すべき課題 

  当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はございません。 

(2）株式会社の支配に関する基本方針について 

Ⅰ．基本方針の内容  

 当社は平成12年９月、我が国経済を支える中堅・中小企業を中心とした企業社会の公正な発展と経済活性化に

貢献するため、これまで明確な形で存在していなかった審査・与信管理業務のアウトソーシング市場を自ら開

拓・確立すべく設立されました。「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄

の源泉にしよう」を企業理念に掲げ、総合商社に蓄積されていた与信管理のノウハウをベースに、企業経営にお

けるリスク・マネジメントを支援するインターネットを利用した「与信管理アウトソーシングサービス事業」を

主力サービスとして、会員企業・取引先に対して、サービスの提供を行っております。  

 当社の企業理念と社会的貢献をより合理的かつ効率的に実現するために、当社は、平成17年３月大阪証券取引

所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に株式を上場し、当社経営の透明性向上、所有と経営の権限明

確化を推進してまいりました。また、当社の与信管理サービス事業に求められる事業の中立性の強化、社会的認

知の拡大の観点から、当社の 高意思決定機関である株主総会の構成員である株主は、公平、公正で中立性を保

持できる比較的多数の者で構成されることが望ましいと考えております。当社の財務及び事業活動等の経営に関

する業務は、当社株主の総体意思で信任された取締役がこれを執り行っており、迅速な経営の意思決定と機動的

な業務執行が求められているとともに、取締役の役割・責任の明確化も図っていくことが必要であります。当社

取締役の業務執行については、同じく株主総会で選任された監査役（全員が社外監査役）が監督機関として監査

しております。以上により当社経営陣は、一層の緊張感と責任感を持って、当社の企業価値及び株主共同の利益

の 大化に資するべく、日々の経営に当たっていく必要があります。 

 他方、当社の本源的な企業価値は、業務執行を行う取締役の他、従業員、会員企業、取引先あるいは全国の中

堅・中小企業等様々なステークホルダーに支えられて生み出されております。特に当社の基幹業務でありますイ

ンターネットを利用した「与信管理アウトソーシングサービス事業」等においては、当社の企業価値及び株主共

同の利益の確保・向上のために、人財・知財等ソフトインフラ整備への効果的な投資やシステムの安定的な運用

環境の確保等が必要であり、財政面から支える健全で強固な財務体質を継続的に維持することが求められており

ます。 

 従いまして、当社の財務及び事業活動を支配する者は、当社の企業理念、社会的貢献及び企業価値の源泉を十

分に理解し、短期的な収益の確保のみならず、中長期的な視野に立って、当社を支える様々な関係者を含んだ当

社の本源的な企業価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させていくことが必要とされます。  

 当社は、当社の財務及び事業活動を支配する者が、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上する者と

して 適であるか否かの判断は、 終的には当社株主の総体意思に基づき行われるべきものであると考えま

す。  

 しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経営資

源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が

当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは必ずしも容易でないも

のと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買収の提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せ

ずに、当社株式の大量取得や買収の提案を行う者は、当社の財務及び事業活動を支配する者としては不適切であ

ると考えます。  

 また、買収提案の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすものや当社株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するもの等もあり得ます。当社は、このような買収提

案を行う者についても、当社の財務及び事業活動を支配する者として不適切であると考えます。  

 当社は、以上のような考え方を、当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方に関する基本方針としており

ます。  



Ⅱ．当社の基本方針の実現に資する取り組み  

(1）企業価値向上等のための施策  

① 中長期的な経営戦略  

 当社は、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう」

を企業理念に置き、企業経営におけるリスク・マネジメントを支援するインターネットを活用した「与信管

理アウトソーシングサービス事業」等により、会員企業・取引先の満足度を高め、多様化するニーズに対し

て、「プロフェッショナルな商品及びサービスの提供」を継続的に提供することで、会員企業数は着実に増

加し、当社業容は拡大してまいりました。 

 当社は、今後も継続的な成長を実現するために、複雑化していくリスクに対する先進的かつ斬新なリス

ク・マネジメント手法の開発に挑戦していきながら、(1)ＡＳＰサービス（注１）の拡充、(2)ＢＰＯ事業

(注２)への取り組み、(3)システム等のインフラ強化、(4)低コスト構造の維持等の中長期的な経営戦略を具

現化することで、我が国経済を支える中堅・中小企業を中心とした企業社会の公正な発展と経済活性化に貢

献し、当社の企業価値及び株主共同の利益の一層の向上に努めてまいります。  

（注１）企業情報の信用力を定量化し、インターネット経由で行う与信管理サービス（アプリケーションソ

フト提供）  

  （注２）マーケティング業務の効率化支援（ビジネスプロセスを一括受託するコンサルティングサービス）

 他方、当社の本源的な企業価値は、業務執行を行う取締役の他、従業員、会員企業、取引先あるいは全国

の中堅・中小企業等様々なステークホルダーに支えられて生み出されております。特に当社の基幹業務であ

りますインターネットを利用した「与信管理アウトソーシングサービス事業」等においては、当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保・向上のために、人財・知財等ソフトインフラ整備への効果的な投資やシステ

ムの安定的な運用環境の確保のため、健全で強固な財務体質の継続的な維持を図ってまいります。  

② コーポレート・ガバナンスの強化  

 当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目

指し、直接の顧客はもとより株主をはじめとするステークホルダーの方々に対して社会的責任を全うするこ

とを経営上の 大の目標としております。この目標達成の手段としてコーポレート・ガバナンスを捉え、経

営の効率性、社会性の両面を総合的に判断し、迅速に対応できる企業統治体制を構築したいと考えておりま

す。そこで、より合理的かつ効率的に実現するために、大阪証券取引所「ヘラクレス」に上場し、当社経営

の透明性向上、所有と経営の権限明確化を推進し、また、当社の与信管理サービス事業に求められる事業の

中立性の強化、社会的認知の拡大の観点から、当社株主が、公平、公正で中立性を保持できる比較的多数の

者で構成されるよう株式の流動化・分散化を推進してまいりました。 

 当社の財務及び事業活動等の経営に関する業務は、当社の 高意思決定機関である株主総会において、当

社株主の総体意思で信任された取締役がこれを執り行っております。また、当社取締役会は４名（うち１名

が社外取締役）で構成されており、迅速な経営の意思決定と機動的な業務執行が可能な状態にあり、取締役

の役割・責任も明確化が図られています。さらに、執行役員制度も導入しております。  

 当社取締役の業務執行については、同じく株主総会で選任された監査役（全員が社外監査役）が監督機関

として監査しており、また、監査役会制度採用会社として株主総会の充実、取締役会や監査役会の一層の機

能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクロージャー活動、ＩＲ活動に取り組んでおります。  

 以上により現経営陣は、一層の緊張感と責任感を持って、当社の企業価値及び株主共同の利益の 大化に

資するべく、日々の経営に当たっております。  



(2）不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み  

① 当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則（以下「本規則」という。）の制定 

 当社は、上記の基本方針を実現するための取り組みとして、当社との合意がないままに、当社経営権の取

得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者

である株券等（以下「当社の株券等」という。）の15％以上の大量買付けを行う提案（以下「大量買付け提

案」といい、大量買付けまたは大量買付け提案を行う者を「大量買付け者」という。）が行われた場合に、

当該大量買付け提案に応じるべきかどうかの 終的な意思決定を行う当社株主の皆様の意思を公正で透明性

の高い手続きを通じて適正に反映させるために、本規則を制定いたしました。  

 大量買付け提案が行われた場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映させるためには、まず当社株主の

皆様が適切な判断を行うことができる状況を確保する必要があり、そのためには、当社取締役会が必要かつ

相当な検討期間内に当該大量買付け提案について誠実かつ慎重な調査を行った上で、当社株主の皆様に対し

て必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による代替案を含む。）を提供する必要があるものと考えており

ます。また、他方で、大量買付け提案が行われた際に、その時点における当社取締役が自己の保身を図る等

恣意的判断が入ることを防ぐために、当社株主の皆様の意思を確認するための手続きや取締役会による対抗

措置が発動される場合の手続き等をあらかじめ明確化しておくことも必要であると考えております。 

 したがって、本規則においては、大量買付け提案が行われた場合に大量買付け者や当社取締役会が遵守す

べき手続き、当社株主の皆様の意思を確認するための手続き等について、客観的かつ具体的に定めておりま

す。なお、本規則は平成19年５月22日開催の当社取締役会において決定し、平成19年６月28日開催の第７回

定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。  

② 本規則の概要 

 （イ）本規則の骨子 

 本規則は、上記基本方針に立ち、本規則で定めた規定に従って大量買付け提案がなされた場合には、当

該買付け提案が当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであるか否かを当社株主の総体意思に図

り判断する仕組みとなっております。  

 本規則は、①規則本文、②大量買付け提案に際し、大量買付け者及びその関係者が当社に提出する適正

な開示情報を明示した「附則１．情報開示を求める事項」、及び③必要な場合には対抗措置として発動す

る、株主の皆様に対する無償割当てが行われる新株予約権の概要を定めた「附則２．新株予約権の概要」

から構成されています。規則本文では、規則制定の目的、用語定義の他大量買付けの手続き、適正買付け

提案の要件、検討期間の定め、開示情報の使用、株主意思の確認手続き、適正買付け提案の修正または変

更、新株予約権の株主無償割当ての実施、適正買付け提案の競合及び本規則の修正、見直し及び廃止等に

ついて、公正かつ透明性の高い手続きを明示的かつ具体的に定めております。  

 以下では、本規則の主要な事項について、その概要を説明いたしております。本規則の詳細につきまし

ては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス：http://www.riskmonster.co.jp）を、ご覧下さ

い。  

 （ロ）本規則の主要な事項 

（a）大量買付け者が遵守すべき手続き  

 大量買付け者が、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及

び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社の株券等を議決権割合で15％以上取得する大量

買付けを行う場合には、当該大量買付けの実施に先立って、本規則に定める大量買付け提案及び附則１．

に定める情報及び資料を当社宛に提出していただきます。 

 提出された大量買付け提案については、本規則に定める適正買付け提案としての要件を満たしているか

否かについて、本規則に定める検討期間内で、当社取締役会が取締役としての責務である善管注意義務及

び忠実義務に従って、当社とは独立した外部専門家（弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザ

ー、コンサルタント、投資銀行、証券会社等を含み、以下「外部専門家」という。）との協議または助言

に基づいて誠実かつ慎重に検討いたします。この結果、提出された大量買付け提案が、本規則に定める適

正買付け提案としての要件を満たしていると判断した場合には、当該大量買付け提案が当社の企業価値及

び株主共同の利益の 大化に資すると認められる場合を除き、本規則に定める手続きに従って新株予約権

の無償割当てを実施するか否かについて、当社株主の皆様の意思を確認するための手続きを行います。  



 また、大量買付け者が、本規則に従わずに大量買付けを行う場合、または本規則に従って大量買付け提

案及び附則１．に定める情報及び資料を当社に提出した場合でも、当該大量買付け提案について、当社取

締役会が外部専門家との協議または助言に基づいて検討した結果、本規則に定める適正買付け提案の要件

を満たさない場合には、当社は、大量買付け者が本規則に従わないことを確認した上で、新株予約権の無

償割当てを行うことがあります。  

（b）適正買付け提案の要件 

 大量買付け提案が、本規則に定める適正買付け提案とされるためには、次の（イ）～（ホ）の全ての要

件を満たしている必要があります。（イ）当社経営権の取得または会社支配権の変動を目的とする大量買

付けであること、（ロ）公開買付けまたは当社の株主が平等に当社の株券等を売却する機会が与えられて

いるその他の方法による大量買付け提案であること、（ハ）大量買付けに先立って本規則に定める適正開

示情報及び本規則を遵守する旨の誓約書を当社に提出すること、（ニ）株主意思確認決議がなされるま

で、公開買付けの開始またはその他の方法による大量買付けに着手しないこと、（ホ）本規則で明示的に

定めた当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する様な濫用目的をもってなされる提案類型でないこ

と。ここで、濫用目的をもってなされる提案類型とは、いわゆるグリーンメイラーである場合、焦土化経

営目的である場合、資産等流用目的である場合、配当・高値売り抜け目的である場合、二段階以上での強

圧的な買付け提案である場合や、大量買付け者及びその関係者が真摯に合理的な経営を目指すものではな

く、当社または当社株主に回復し難い損害をもたらすものである場合の各類型に該当すると信じるにたる

合理的な根拠が認められる場合及び法令または定款に違反しもしくは本規則を遵守しないことが客観的か

つ合理的に認められる場合の其々を言います。これらについては、当社取締役会が、外部専門家との協議

またはその助言に基づいて、その該当性の合理的根拠等の有無を誠実かつ慎重に検討し判断いたします。

（c）検討期間の定め 

 大量買付け者から提出された適正開示情報につきましては、当社株主が大量買付け提案に関し、適正か

つ十分な情報に基づいて、適切かつ合理的な判断が行えるように、当社が外部専門家との協議または助言

を得て、誠実かつ慎重な調査検討を行います。このための検討期間として、当社は適正開示情報を受領し

た日から３日以内に適正開示情報受領日を公表し、当該日を起算日として、適正買付け提案が全株式を対

象とする全額現金（円貨）対価の公開買付けによる場合は60日以内、それ以外の場合は90日以内と明確に

定めております。 

 なお、当社が受領した適正開示情報につきましては、当該大量買付け提案に関連し、当社の企業価値ま

たは株主共同の利益を維持し向上させる目的で使用いたします。 

（d）株主意思の確認 

 大量買付け提案が本規則に定める適正買付け提案の要件を満たしていると当社取締役会が判断した場合

には、当該買付け提案に対して新株予約権の無償割当てを実施すべきか否かをその時点の当社株主の皆様

に判断していただきます。当社株主の皆様の意思を確認する決議（以下「株主意思確認決議」という。）

は、（イ）定時株主総会または臨時株主総会において（ⅰ）新株予約権の無償割当て決議を行う方法もし

くは（ⅱ）新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に委任する旨の決議を行う方法、

または（ロ）総会においてもしくは郵送により無償割当ての実施の賛否を投票してもらう方法、の何れか

の方法で行います。当社は、株主意思確認決議の結果に従い、当該買付け提案に対し、新株予約権の無償

割当てを実施しまたは実施しないことにいたします。 

 なお、適正買付け提案を検討した結果、当社の企業価値及び株主共同の利益の 大化に資するものであ

ると当社取締役会が判断した場合には、株主意思確認の手続きは行わず、新株予約権の無償割当てを実施

しないことといたします。  



（e）新株予約権の概要 

 株主意思確認決議または当社取締役会の決議により新株予約権の無償割当ての実施が決定された場合、

本規則の附則２．で定める新株予約権（以下「本新株予約権」という。）が当社の全株主（但し、当社は

除く。）に対して無償で割当てられます。本新株予約権は、当社取締役会が別途定める一定の日（以下

「割当基準日」という。）における当社の 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当

社以外の株主に対し、保有する当社普通株式１株につき１個の割合で割当てられます。 

 新株予約権者は、権利行使期間内に当社普通株式１株当たり１円の金銭を払込むことにより権利行使が

できますが、大量買付け者及びその関係者等はこの権利を行使することはできません。  

 本新株予約権には、譲渡制限が付されており、当社株主の皆様（大量買付け者及びその関係者等を含

む。）が譲渡をご希望する場合には、当社取締役会の承諾が必要となります。  

 また、本新株予約権には取得条項が付されており、当社は取得条項に基づいて、（イ）新株予約権無償

割当て決議後に大量買付け提案が撤回された場合等に無償で新株予約権を取得する場合や（ロ）大量買付

け者及びその関係者等以外の新株予約権者に本新株予約権を取得する対価として当社普通株式を交付する

場合があります。  

 なお、新株予約権証券は発行されません。  

（f）適正買付け提案の競合 

 大量買付け者及びその関係者等による適正買付け提案（以下「先行提案」という。）がなされ、適正手

続きを進めている期間中に、新たな大量買付け者及びその関係者による提案（以下「後行提案」とい

う。）がなされ、後行提案も株主意思確認手続きが行われる場合には、先行提案が検討期間終了前であれ

ば、株主意思確認手続きは後行提案と合わせて実施することがあります。 

（g）本規則の廃止及び変更または修正 

 本規則は、（イ）株主意思確認決議において、適正買付け提案に関する本新株予約権の無償割当ての実

施が否決された後、当該適正買付け提案を行った大量買付け者及びその関係者が当社の株券等を議決権で

過半数保有するに至った場合、（ロ）当社取締役会において本規則の廃止を決定した場合、または（ハ）

本規則の１年間の有効期間の満了後、有効期間の延長が行われなかった場合に廃止されます。 

 また、本規則は、大量買付け提案が当社に提出される前にあっては、当社株主全体の利益に重大な影響

を及ぼさない限りで、あるいは、大量買付け提案が提出された以降にあっては、本規則中曖昧なあるいは

誤解を生ぜしめるような条項もしくは齟齬・瑕疵のある条項を是正するために必要がある場合、もしくは

法令の改正等があった場合には、当社取締役会で変更または修正を行う場合があります。  

③ 本規則が株主の皆様、投資家の皆様及び大量買付け者に与える影響 

 （イ）株主の皆様に与える影響 

 本規則が施行されても、本新株予約権の無償割当てが行われない限り、当社の株主の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。 

 当社取締役会の決議または株主意思確認決議により本新株予約権の無償割当ての実施が決定された場

合、割当基準日における株主の皆様に、その保有する当社普通株式１株につき本新株予約権１個の割合

で、本新株予約権が無償で割当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、下記④（ロ）

（c）において記載する本新株予約権の行使に係る手続きを経なければ、他の株主の皆様による本新株予

約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。但し、当社は、下記④（ロ）

（d）に記載する手続きにより、大量買付け者とその関係者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得

し、それと引き換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続きをとった場

合、大量買付け者とその関係者等（大量買付け者及びその関係者のために行使しようとしている者、大量

買付け者及びその関係者による当社の株券等に対する公開買付けに関して公開買付応募申込書を提出して

いる者、または公開買付け応募契約を締結している者を含む。）以外の株主の皆様は、本新株予約権の行

使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなります。その場合、保有する

当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式全体の希釈化は生じません。  



 （ロ）投資家の皆様に与える影響 

 当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的と

した当社の株券等の大量買付け者が現れた場合には、当社株価の変動が予想されるとともに、対抗措置と

して新株予約権の無償割当てが決議された場合には、当社株式１株当たりの価値の希釈化が想定された

り、あるいは新株予約権無償割当て決議後に取得条項により当該新株予約権の無償取得が行われ新株の交

付が行われない場合には、想定された当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じない事態等も想定される

等、その時々の状況により当社株価及び株式１株当たりの価値が変動する可能性がありますので、投資家

の皆様は不測の損害を被らない様にご留意下さい。なお、割当基準日以降（権利落ち日以降）に当社の株

主となった場合には、新株予約権の無償割当ては受けられず、新たに取得した当社株式１株当たりの価値

が希釈化される場合も想定されますので、併せてご留意下さい。  

 なお、大量買付け提案に関する検討結果その他投資判断に著しい影響を与えると想定される重要な事項

に関して当社が何らかの決定をした場合には、証券取引法及び大阪証券取引所が定める「上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等に則り、広く投資家の皆様に遅滞なく適正かつ公平な情

報が浸透する様に適時開示情報閲覧サービス（ＴＤネット）や当社ホームページ上での情報開示を行いま

す。  

 （ハ）大量買付け者及びその関係者に与える影響 

 当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的と

して当社株券等を議決権割合で15％以上取得する大量買付けを行う場合は、本規則を尊重し遵守していた

だく必要があります。本規則に従わずに大量買付けが行われた等の理由により、当社取締役会決議または

株主意思確認決議において対抗措置の発動が決定された場合には、本新株予約権の無償割当てが行われま

す。当該大量買付け者及びその関係者は、本新株予約権の割当てを受けても本新株予約権の行使は出来ま

せんので、大量買付け者及びその関係者は当社株式の保有割合が 大1/2程度まで希釈化されることが想

定されます。 

④ 本新株予約権の割当てに伴い当社株主の皆様に必要とされる手続き 

 （イ）所有株式の名義書換手続き 

 当社は、本規則に従って本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株予約権の無償割当てに係る

割当基準日の２週間前にその旨の公告をいたします。本新株予約権は、割当基準日における当社の 終の

株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主の皆様に対し割当てられます（但

し、新株予約権証券は発行しない。）ので、当社株主の皆様は同日までに所有株式について自己の名義へ

の書換手続きを完了しておく必要があります。名義書換手続きが完了いたしておりませんと、本新株予約

権の割当てを受けることはできません。なお、株式会社証券保管振替機構（ほふり）へ預託を行っている

株券につきましては、名義書換手続きは不要です。 

 （ロ）本新株予約権の行使手続き 

（a）当社は、割当基準日における当社の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された当社株主

の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（当社株主の皆様が大量買付け者及びその関係

者でないこと、大量買付け者及びその関係者のために行使しようとしているものでないことまたは大量

買付け者及びその関係者による当社の株券等に対する公開買付けに関して公開買付応募申込書を提出し

ていないことや公開買付け応募契約の締結をしていないことについての表明保証条項及び違約金条項等

を記載した書式による。）、その他本新株予約権の権利行使に必要な書類（以下「権利行使請求書類」

という。）を送付いたします。 

（b）当社は、権利行使請求書類の送付に併せて、金銭払込取扱場所並びに行使請求受付場所をご通知申し上

げます。 

（c）大量買付け者及びその関係者等を除く株主の皆様は、権利行使期間内に、金銭払込取扱場所で本新株予

約権の行使価額相当の金銭（発行される当社普通株式１株につき１円）の払込み手続きを行っていただ

き、また権利行使請求書類を行使請求受付場所にご提出いただくことにより、本新株予約権１個につき

当社普通株式１株の発行を受けることができます。  



（d）当社取締役会では、大量買付け提案が撤回された場合等に無償で新株予約権を取得する場合や、新株予

約権を取得し、対価として当社普通株式を交付する旨の決定をする場合があります。当社普通株式を交

付する旨の決定をした場合には、当社株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払込むことなく、当社によ

る本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式を受取ることになります。なお、この場合、当社株

主の皆様には、別途、大量買付け者及びその関係者でないこと、大量買付け者及びその関係者のために

行使しようとしているものでないことまたは大量買付け者及びその関係者による当社の株券等に対する

公開買付けに関して公開買付応募申込書を提出していないことや公開買付け応募契約の締結をしていな

いことについての表明保証条項及び違約金条項等を記載した書式による書面をご提出いただく必要があ

ります。  

（e）上記の他、名義書換の方法、権利行使の方法、払込みの方法等の詳細につきましては、本新株予約権の

割当てに関する決議が行われた後、当社株主の皆様に対して情報開示またはご通知申し上げますので、

その内容をご確認下さい。 

Ⅲ. 当社の基本方針の実現に資する取り組みに対する取締役会の判断及び判断理由  

(1）企業価値向上等のための施策 

 当社の中長期的な経営戦略は、当社業容を拡大し会員企業を増加させていくことによる当社の持続的成長の

実現に必要不可欠であり、これら事業環境を維持するインフラ整備等のための健全で強固な財務体質の継続的

維持も経営戦略上重要と考えられます。一方、コーポレート・ガバナンスの強化は、経営の効率性・社会性の

両面を総合的に判断し、迅速に対応可能な企業統治体制を構築するために重要であり、また、当社の 高意思

決定機関である株主総会で信任された取締役の業務執行体制と同じく株主総会で選任された監査役による監査

体制の役割・責任の明確化と両機能の強化も不可欠であります。これらが当社企業価値及び株主共同の利益を

確保し、向上させることを直接の目的とするものであるため、その結果として基本方針の実現に資する施策と

考えられます。 

 以上により、当該取り組みは基本方針に沿い、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に合致するも

のであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと認められます。  

(2）不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みが基本方

針に沿うものであることについて 

 当社の本規則による取り組みは、大量買付け提案が行われた場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映さ

せるために、当社株主の皆様が適切な判断を行うことができる状況を確保しています。具体的には、当社取締

役会が必要かつ相当な検討期間内に当該大量買付け提案について慎重な調査を行った上で、当社株主の皆様に

必要かつ十分な判断材料を提供し、また、他方で、大量買付け提案が行われた際に、その時点における当社取

締役が自己の保身を図る等恣意的判断が入らないように、当社とは独立した第三者の外部専門家との協議や助

言に基づいて誠実かつ慎重に検討する等、当社株主の皆様の意思を確認するための手続きや取締役会による対

抗措置が発動される場合の手続き等があらかじめ明確化されています。 

 また本規則の有効期間は、①株主意思確認決議において新株予約権の無償割当ての実施が否決された後、大

量買付け者等が当該株券等を議決権で過半数保有するに至った場合、②当社取締役会において本規則の廃止を

決定した場合、または、③本規則の１年間の有効期間満了後、有効期間の延長が行なわれなかった場合に廃止

される等、株主の皆様のご意思が反映されるよう規定されております。  

 以上により、不適切な者による支配を防止する取り組みが基本方針に沿うものであり、当社企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと認められます。

 なお、本規則は、関係法令、大阪証券取引所の通達「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留

意点」(平成17年４月28日)及び規則「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(平成18

年４月１日改正)かつ関連する判例の趣旨を十分反映して制定したものであります。  

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成19年11月30日付で株式会社ジェービーピーの株式を取得し、子会社化いたしました。詳細は、「第５

経理の状況 １中間連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであり

ます。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

  旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

① 平成16年６月29日定時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

 ２．新株予約権の行使期間は、取締役会による新株予約権の発行決議において、平成16年６月29日定時株主総会

で決議された権利行使期間の範囲内で定めております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 152,316 

計 152,316 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月20日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 41,383 41,383 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 41,383 41,383 － － 

  

第１回新株予約権 第２回新株予約権 

中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 357 同左 56 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数

（株） 

1,071 

（注）１、３、８ 
同左 

168 

（注）１、３、８ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
53,334 

（注）４、８ 
同左 

53,334 

（注）４、８ 
同左 

新株予約権の行使期間 

自 平成18年７月２日 

至 平成26年６月29日 

（注）２ 

同左 

自 平成18年７月２日 

至 平成26年６月29日 

（注）２ 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円） 

発行価格    53,334 

資本組入額  26,667 

（注）８ 

同左 

発行価格    53,334 

資本組入額  26,667 

（注）８ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）５、６ 同左 （注）５、６ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）７ 同左 （注）７ 同左 

代用払込みに関する事項 － － － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項 
－ － － － 



３．当社が新株予約権発行後、株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的たる株式数は、次の算式

により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していな

い新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。 

４．当社が新株予約権発行後、株式の分割または併合を行う場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合を除く。）を行う時は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

５．新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

② 新株予約権行使期間内であっても、当社株式が証券取引所へ上場されていない、もしくは、店頭市場に公

開されていない場合、新株予約権を行使できないものとする。 

③ 権利行使期間別の行使可能株数を以下のとおりとする。 

新株予約権の割当てを受けた者は、割当てられた新株予約権を次の各号の期間の区分に従い、当該各号に

掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利を行使することができる本新

株予約権に係る株式数が１株の整数倍でない時には、１株式の整数倍に切り上げた数とする。 

１）起算日から１年を経過した日までは、権利を割当てられた株式数の３分の１に達するまで権利行使をす

ることができる。 

２）起算日から２年を経過した日までは、権利を割当てられた株式数の３分の２に達するまで権利行使をす

ることができる。 

３）起算日から２年を経過した日の翌日から、平成26年６月29日までは権利を割当てられた株式数のすべて

について権利を行使することができる。 

（注１）前項において「起算日」とは、平成18年７月２日もしくは、当社株式が証券取引所へ上場または

店頭市場に公開した日の何れか遅い日とする。 

（注２）権利付与日以降、未行使の新株予約権の目的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株

式数により行使可能株式数の判定を行う。 

④ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位

にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで

はない。 

⑤ 割当てを受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は１名に限り権利を承継することができ

る。ただし、再承継はできない。 

⑥ 新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 

⑦ その他権利行使の条件については、定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社

と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 

６．新株予約権の消却事由及び条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、また

は、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書、分割契約書承認の議案（株主総会の承認を要

しない会社分割の場合は取締役会決議）並びに株式移転の議案が株主総会で承認された時は、新株予約権

は無償で消却することができる。 

② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位喪失により新株予約権

を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。 

７．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡する時は、取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

調 整 後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋

新規発行または
処分株式数 

×
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 



８．平成17年８月19日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

② 平成17年６月29日定時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２．新株予約権の行使期間は、取締役会による新株予約権の発行決議において、平成17年６月29日定時株主総会

で決議された権利行使期間の範囲内で定めております。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権の目的たる株式数は分割または併合の比率に応

じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行

使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。 

４．新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合を除く。）を行う時は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。  

  

第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

中間会計期間末現在

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在

（平成19年11月30日）

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日）

提出日の前月末現在

（平成19年11月30日）

中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個） 177 同左 1 同左 35 同左 

新株予約権のうち自己新株予約

権の数（個） 
－ － － － － － 

新株予約権の目的となる株式の

種類 
普通株式 同左 普通株式 同左 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の

数（株） 

531 

（注）１、３、８ 
同左 

3 

（注）１、３、８ 
同左 

105 

（注）１、３、８ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額

（円） 

495,091 

（注）４、８ 
同左 

471,100 

（注）４、８ 
同左 

374,278 

（注）４、８ 
同左 

新株予約権の行使期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成27年６月29日 

（注）２ 

同左 

自 平成19年７月１日 

至 平成27年６月29日 

（注）２ 

同左 

自 平成19年７月１日 

至 平成27年６月29日 

（注）２ 

同左 

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額（円） 

発行価格  495,091 

資本組入額 247,546 

（注）８ 

同左 

発行価格   471,100 

資本組入額 235,550 

（注）８ 

同左 

発行価格   374,278 

資本組入額 187,139 

（注）８ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）５、６ 同左 （注）５、６ 同左 （注）５、６ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）７ 同左 （注）７ 同左 （注）７ 同左 

代用払込みに関する事項 － － － － － － 

組織再編成行為に伴う新株予約

権の交付に関する事項 
－ － － － － － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

調 整 後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋

新規発行または
処分株式数 

×
１株当たり払込金額 
または処分価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 



５．新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

② 新株予約権行使期間内であっても、当社株式が証券取引所へ上場されていない場合、新株予約権を行使で

きないものとする。 

③ 権利行使期間別の行使可能株数を以下のとおりとする。 

新株予約権の割当てを受けた者は、割当てられた新株予約権を次の各号の期間の区分に従い、当該各号に

掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利を行使することができる本新

株予約権に係る株式数が１株の整数倍でない時には、１株式の整数倍に切り上げた数とする。 

１）起算日から１年を経過した日までは、権利を割当てられた株式数の３分の１に達するまで権利行使をす

ることができる。 

２）起算日から２年を経過した日までは、権利を割当てられた株式数の３分の２に達するまで権利行使をす

ることができる。 

３）起算日から２年を経過した日の翌日から、平成27年６月29日までは権利を割当てられた株式数のすべて

について権利を行使することができる。 

（注１）前項において「起算日」とは、平成19年７月１日とする。 

（注２）権利付与日以降、未行使の新株予約権の目的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株

式数により行使可能株式数の判定を行う。 

④ 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位

にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで

はない。 

⑤ 割当てを受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は１名に限り権利を承継することができ

る。ただし、再承継はできない。 

⑥ 新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 

⑦ 新株予約権行使日の前日の大阪証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込価格の1.3倍以

上であることを要する。  

⑧ その他の条件については、株主総会決議に基づく取締役会決議及び新株予約権の割当てを受けた者と当社

の間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 

６．新株予約権の消却事由及び消却条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、また

は、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書、分割契約書承認の議案（株主総会の承認を要

しない会社分割の場合は取締役会決議）並びに株式移転の議案が株主総会で承認された時は、新株予約権

は無償で消却することができる。 

② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位喪失により新株予約権

を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。 

７．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 

８．平成17年８月19日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

(3）【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）ストックオプションの行使によるものであります。 

(5）【大株主の状況】 

 （注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。 

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日 

～ 

平成19年９月30日  

（注） 

183 41,383 4,880 1,107,428 4,880 670,279 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社東京商工リサーチ 東京都港区新橋１-９-６ 3,255 7.86 

ＮＩＳグループ株式会社 
東京都新宿区西新宿１-６-１  

新宿エルタワー15Ｆ 
2,500 6.04 

住友商事株式会社  東京都中央区晴海１-８-11  2,500 6.04 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口）  
東京都港区浜松町２-11-３  2,046 4.94 

ＮＩＳ証券株式会社 東京都新宿区西新宿１-６-１  1,414 3.41 

双日株式会社 東京都港区赤坂６-１-20 1,216 2.93 

和田 成史  東京都千代田区  1,216 2.93 

株式会社エヌアイデイ 千葉県香取市玉造３-１-５ 1,200 2.89 

りそなキャピタル株式会社 東京都中央区京橋１-３-１ 1,050 2.53 

株式会社オービックビジネス

コンサルタント  

東京都新宿区西新宿６-８-１ 

住友不動産新宿オークタワー32Ｆ 
1,000 2.41 

計 － 17,397 42.03 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  41,383  41,383 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 41,383 － － 

総株主の議決権 － 41,383 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 143,000 139,000 127,000 121,000 101,000 78,300 

最低（円） 121,000 97,000 106,000 98,500 74,600 54,500 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては城東監査法人及びあずさ監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期

間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表についてはあずさ監査法人により中間監査を受け

ております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金     1,682,418     1,462,277     1,787,708   

２．売掛金     206,869     242,232     228,970   

３．有価証券     100,039     99,983     3,812   

４．たな卸資産     2,870     5,034     2,601   

５．繰延税金資産     17,032     3,826     7,476   

６．その他     20,723     48,065     24,570   

貸倒引当金     △207     △242     △228   

流動資産合計     2,029,747 67.6   1,861,178 60.3   2,054,911 66.0 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産                     

(1）建物   23,498     25,911     24,472     

減価償却累計額   △5,510 17,987   △8,232 17,678   △6,943 17,529   

(2）器具備品   139,423     177,731     160,196     

減価償却累計額   △69,979 69,443   △100,397 77,333   △86,130 74,065   

(3）建設仮勘定     －     3,044     7,190   

 有形固定資産合計      87,431 2.9   98,056 3.2   98,784 3.2 

２．無形固定資産                     

(1）ソフトウェア     393,117     475,111     371,563   

(2）その他     413     41,613     103,384   

無形固定資産合計      393,531 13.1   516,724 16.7   474,948 15.3 

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券     365,050     456,234     343,724   

(2）繰延税金資産     2,046     30,696     15,181   

(3）その他     124,130     123,917     123,740   

投資その他の資産
合計 

    491,227 16.4   610,847 19.8   482,646 15.5 

固定資産合計     972,190 32.4   1,225,628 39.7   1,056,379 34.0 

資産合計     3,001,937 100.0   3,086,807 100.0   3,111,290 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．未払金     66,570     95,978     80,993   

２．その他     69,082     57,546     129,129   

流動負債合計     135,653 4.5   153,524 5.0   210,122 6.8 

負債合計     135,653 4.5   153,524 5.0   210,122 6.8 

            

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     1,101,508 36.7   1,107,428 35.9   1,102,548 35.4 

２．資本剰余金      1,350,756 45.0   1,356,676 43.9   1,351,796 43.5 

３．利益剰余金      398,648 13.3   497,340 16.1   446,136 14.3 

株主資本合計     2,850,912 95.0   2,961,444 95.9   2,900,480 93.2 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    △1,994 △0.1   △41,297 △1.3   △18,538 △0.6 

評価・換算差額等合
計 

    △1,994 △0.1   △41,297 △1.3   △18,538 △0.6 

Ⅲ 新株予約権     4,250 0.2   － －   4,250 0.1 

Ⅳ 少数株主持分      13,116 0.4   13,135 0.4   14,975 0.5 

純資産合計     2,866,284 95.5   2,933,282 95.0   2,901,167 93.2 

負債純資産合計     3,001,937 100.0   3,086,807 100.0   3,111,290 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     650,795 100.0   741,987 100.0   1,364,085 100.0 

Ⅱ 売上原価     188,700 29.0   273,269 36.8   416,348 30.5 

売上総利益     462,095 71.0   468,718 63.2   947,737 69.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   363,656 55.9   401,683 54.2   739,541 54.2 

営業利益     98,439 15.1   67,034 9.0   208,195 15.3 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   413     2,087     1,665     

２．受取配当金   253     2,840     3,951     

３．その他   168 836 0.2 92 5,020 0.7 319 5,935 0.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１．金銭の信託の運用
損 

  1,030     －     1,030     

２．株式交付費    942     252     1,445     

３．持分法による投資
損失 

  － 1,973 0.3 － 252 0.0 15,265 17,742 1.3 

経常利益     97,301 15.0   71,802 9.7   196,388 14.4 

Ⅵ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※２ 2,772 2,772 0.5 187 187 0.0 2,772 2,772 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    94,529 14.5   71,614 9.7   193,616 14.2 

法人税、住民税及
び事業税 

  38,291     33,891     80,348     

法人税等調整額   5,656 43,947 6.7 3,626 37,517 5.1 13,338 93,687 6.9 

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

    △557 △0.1   △1,840 △0.2   1,302 0.1 

中間（当期）純利
益 

    51,138 7.9   35,937 4.8   98,627 7.2 

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 1,084,067 1,333,315 347,509 2,764,893 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行 17,440 17,440   34,880 

中間純利益     51,138 51,138 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
17,440 17,440 51,138 86,019 

平成18年９月30日 残高（千円） 1,101,508 1,350,756 398,648 2,850,912 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） － － 4,250 13,673 2,782,816 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         34,880 

中間純利益         51,138 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△1,994 △1,994 － △557 △2,551 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△1,994 △1,994 － △557 83,467 

平成18年９月30日 残高（千円） △1,994 △1,994 4,250 13,116 2,866,284 



 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 1,102,548 1,351,796 446,136 2,900,480 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行 4,880 4,880   9,760 

中間純利益     35,937 35,937 

持分法適用会社減少に伴う増加

高  
    15,265 15,265 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
4,880 4,880 51,203 60,963 

平成19年９月30日 残高（千円） 1,107,428 1,356,676 497,340 2,961,444 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成19年３月31日 残高（千円） △18,538 △18,538 4,250 14,975 2,901,167 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         9,760 

中間純利益         35,937 

持分法適用会社減少に伴う増加

高  
        15,265 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△22,758 △22,758 △4,250 △1,840 △28,849 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△22,758 △22,758 △4,250 △1,840 32,114 

平成19年９月30日 残高（千円） △41,297 △41,297 － 13,135 2,933,282 



 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 1,084,067 1,333,315 347,509 2,764,893 

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 18,480 18,480   36,960 

当期純利益     98,627 98,627 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
        

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
18,480 18,480 98,627 135,587 

平成19年３月31日 残高（千円） 1,102,548 1,351,796 446,136 2,900,480 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） － － 4,250 13,673 2,782,816 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行         36,960 

当期純利益         98,627 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△18,538 △18,538 － 1,302 △17,236 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△18,538 △18,538 － 1,302 118,350 

平成19年３月31日 残高（千円） △18,538 △18,538 4,250 14,975 2,901,167 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

税金等調整前中間（当期）純
利益 

  94,529 71,614 193,616 

減価償却費   71,757 89,936 150,985 

貸倒引当金の増加額   4 13 25 

受取利息及び受取配当金   △667 △4,928 △5,616 

金銭の信託の運用損   1,030 － 1,030 

株式交付費   942 252 1,445 

持分法による投資損失   － － 15,265 

固定資産除却損   2,772 187 2,772 

売上債権の増加額   △5,395 △13,261 △27,496 

たな卸資産の増加額   △700 △2,432 △432 

未払金の増加額   3,274 18,575 12,778 

その他   △4,879 △57,094 22,500 

小計   162,668 102,863 366,876 

利息及び配当金の受取額   600 4,927 5,616 

法人税等の支払額   △15,784 △70,985 △27,913 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  147,484 36,806 344,579 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

金銭の信託の払戻による収入   31,651 － 31,651 

有形固定資産の取得による支
出 

  △28,958 △17,050 △56,606 

無形固定資産の取得による支
出 

  △155,748 △118,778 △295,650 

投資有価証券の取得による支
出 

  △275,063 △166,113 △297,063 

投資有価証券の解約による収
入  

  － 30,620 － 

その他   △1,906 － △1,530 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △430,025 △271,322 △619,199 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

株式の発行による収入   34,372 9,507 35,514 

新株予約権の買取による支出    － △4,250 － 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  34,372 5,257 35,514 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △248,167 △229,259 △239,105 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,030,626 1,791,520 2,030,626 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※ 1,782,458 1,562,261 1,791,520 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称  

リスモン・マッスル・データ株

式会社 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称  

リスモン・マッスル・データ株

式会社 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

リスモン・マッスル・データ株

式会社 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 １社  

会社名  

サイボウズ・メディアアンドテ

クノロジー株式会社 

 なお、サイボウズ・メディア

アンドテクノロジー株式会社に

つきましては、平成18年９月に

株式を取得したことに伴い、当

中間連結会計年度より持分法を

適用しております。  

      ──────── 

 なお、前連結会計年度におい

て持分法適用会社でありました

サイボウズ・メディアアンドテ

クノロジー株式会社につきまし

ては、当社の役員が同社の役員

を退任したことに伴い、当中間

連結会計期間より持分法の適用

範囲から除外しております。 

(1）持分法適用の関連会社数 １社

 会社名  

サイボウズ・メディアアンド

テクノロジー株式会社 

 なお、サイボウズ・メディア

アンドテクノロジー株式会社に

つきましては、平成18年９月に

株式を取得したことに伴い、当

連結会計年度より持分法を適用

しております。 

(2）持分法適用会社は、決算日が

連結決算日と異なるため当該会

社の事業年度に係る財務諸表を

使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左   連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券  

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券  

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券  

  ａ．満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を

採用しております。 

ａ．満期保有目的の債券 

同左  

      ──────── 

  ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は主

として移動平均法により算

定）を採用しております。 

ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

同左  

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動

平均法により算定）を採用し

ております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

同左  

時価のないもの 

同左  

  ② たな卸資産 

 貯蔵品 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

② たな卸資産 

 貯蔵品 

同左  

② たな卸資産 

 貯蔵品 

同左  

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法  

① 有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物    ６～18年  

  器具備品  ３～10年  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法  

① 有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物    ６～18年  

  器具備品  ４～10年  

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法  

① 有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物    ６～18年  

  器具備品  ３～10年  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。  

 

  ② 無形固定資産  

 定額法を採用しておりま

す。  

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（３～５年）

に基づいております。  

② 無形固定資産  

同左  

② 無形固定資産  

同左  

  (3）重要な繰延資産の処理方法 

 株式交付費 

 支出時に全額費用として処

理しております。  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

 株式交付費 

同左  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

 株式交付費 

同左  

  (4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左  

(4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左  

  (5）重要なリース取引の処理方法  

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。  

(5）重要なリース取引の処理方法  

同左  

(5）重要なリース取引の処理方法  

同左  

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項  

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項  

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左  

消費税等の会計処理 

同左  

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。  

同左  同左  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

   該当事項はありません。 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,848,917千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,881,941千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

 従業員給与 136,324千円 

 支払手数料 38,708千円 

 貸倒引当金繰入  35千円 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

 従業員給与  139,918千円 

 支払手数料  42,899千円 

 貸倒引当金繰入   13千円 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

 従業員給与  271,696千円 

 貸倒引当金繰入   92千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。  

 器具備品 2,772千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。  

 建物  45千円 

 器具備品  141千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。  

 器具備品  2,772千円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加654株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の保有する当社普通

株式を移転する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数

とし、１株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の数は、当該株式を行使請求に係る

本新株予約権の数で除した数としております。 

２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要

な書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全

額が口座に入金された日に発生する。（以下「修正日」という。））の前日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価

額を１円以上上回る場合または下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されるものとして

おります。ただし、かかる修正後の行使価額が190,334円（以下「下限行使価額」という。）を下回ること

となる場合には行使価額は下限行使価額とするものとしております。 

３．行使価額は、571,000円としております。  

 ３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 40,507 654 － 41,161 

合計 40,507 654 － 41,161 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

第１回新株予約権 

（第三者割当て） 
普通株式 

（注） 

１、２  
－ － 

（注） 

１、２  
3,750 

第２回新株予約権 

（第三者割当て） 
普通株式 

（注） 

１、３  
－ － 

（注） 

１、３  
500 

合計 － 4,250 



 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加183株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の保有する当社普通

株式を移転する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数

とし、１株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の数は、当該株式を行使請求に係る

本新株予約権の数で除した数としております。 

２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要

な書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全

額が口座に入金された日に発生する。（以下「修正日」という。））の前日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価

額を１円以上上回る場合または下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されるものとして

おります。ただし、かかる修正後の行使価額が190,334円（以下「下限行使価額」という。）を下回ること

となる場合には行使価額は下限行使価額とするものとしております。 

３．行使価額は、571,000円としております。  

    ４．消却による減少であります。 

 ３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 41,200 183 － 41,383 

合計 41,200 183 － 41,383 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

第１回新株予約権 

（第三者割当て）（注）４ 
普通株式 

（注） 

１、２  
－ 

（注） 

１、２  
－ － 

第２回新株予約権 

（第三者割当て）（注）４ 
普通株式 

（注） 

１、３  
－ 

（注） 

１、３  
－ － 

合計 － － 



 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加693株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の保有する当社普通

株式を移転する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数

とし、１株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の数は、当該株式を行使請求に係る

本新株予約権の数で除した数としております。 

２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要

な書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全

額が口座に入金された日に発生する。（以下「修正日」という。））の前日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価

額を１円以上上回る場合または下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されるものとして

おります。ただし、かかる修正後の行使価額が190,334円（以下「下限行使価額」という。）を下回ること

となる場合には行使価額は下限行使価額とするものとしております。 

３．行使価額は、571,000円としております。  

 ３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 40,507 693 － 41,200 

合計 40,507 693 － 41,200 

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

第１回新株予約権 

（第三者割当て） 
普通株式 

（注） 

１、２  
－ － 

（注） 

１、２  
3,750 

第２回新株予約権 

（第三者割当て） 
普通株式 

（注） 

１、３  
－ － 

（注） 

１、３  
500 

合計 －  4,250 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 （平成18年９月30日現在）  （平成19年９月30日現在）  （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,682,418千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－  

取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来

する短期投資（有価

証券） 

100,039千円

現金及び現金同等物 1,782,458千円

現金及び預金勘定  1,462,277千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－  

取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来

する短期投資（有価

証券） 

 99,983千円

現金及び現金同等物  1,562,261千円

現金及び預金勘定  1,787,708千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
－  

取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来

する短期投資（有価

証券） 

 3,812千円

現金及び現金同等物  1,791,520千円

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社が保有するリース物件１件当たりの金

額が少額であったため、注記を省略しており

ます。 

同左 同左 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 150,992 149,100 △1,892 

(2）債券  － － － 

(3）その他 71,144 69,684 △1,459 

合計 222,137 218,784 △3,352 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場社債 99,912 

(2）その他有価証券  

非上場株式 53,350 

その他 127 

(3）関連会社株式 92,916 



 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 150,992 84,000 △66,992 

(2）債券  － － － 

(3）その他 101,366 98,951 △2,414 

合計 252,359 182,951 △69,407 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

非上場社債 99,983 

(2）その他有価証券  

非上場株式 173,266 

その他 100,016 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 150,992 118,300 △32,692 

(2）債券  － － － 

(3）その他 71,144 72,424 1,280 

合計 222,137 190,724 △31,412 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 75,350 

その他 3,812 

(3）関連会社株式 77,650 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行

っておりませんので、該当事項はありませ

ん。 

同左 同左 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 （注）「付与対象者の区分及び人数」及び「株式の種類別のストック・オプションの付与数」につきましては、付与日

における状況を記載しております。なお、当中間連結会計期間末現在における「付与対象者の区分及び人数」及

び「株式の種類別のストック・オプションの付与数」はそれぞれ当社従業員８名及び普通株式111株でありま

す。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 付与対象者の区分及び人数（注） 当社従業員 ９名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式 114株 

 付与日 平成18年４月18日 

 権利確定条件 

 権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは従業員

の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、

定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではな

い。 

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 

 権利行使期間  平成19年７月１日から平成27年６月29日まで 

 権利行使価格（円） 374,278 

 付与日における公正な評価単価（円） － 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

 ２．平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、上記株式数は当該調整後の株式数

を記載しております。 

 ３．平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、上記権利行使価格は当該調整後の

権利行使価格を記載しております。 

 ４．「付与対象者の区分及び人数」及び「株式の種類別のストック・オプションの数」につきましては、付与日

における状況を記載しております。 

 
第１回ストック・ 

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第３回ストック・

オプション 
第４回ストック・ 

オプション 
第５回ストック・

オプション 

付与対象者の区分及び

人数（注）４ 

当社取締役４名 

当社監査役１名

当社従業員18名 

当社従業員10名 

当社取締役３名 

当社監査役２名 

当社従業員37名 

当社従業員３名 当社従業員９名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）１、２、４ 

普通株式1,950株 普通株式 267株 普通株式 612株 普通株式  ９株 普通株式 114株 

付与日 平成16年10月20日 平成16年12月９日 平成17年７月20日 平成17年８月10日 平成18年４月18日

権利確定条件 

権利行使時にお

いて当社の取締

役、監査役もし

くは従業員の地

位にあることを

要す。ただし、

任期満了による

退任、定年退職

その他正当な理

由のある場合に

はこの限りでは

ない。 

 同左  同左  同左  同左 

対象勤務期間 
定めておりませ

ん。  
 同左  同左  同左  同左 

権利行使期間 

平成18年７月２

日から平成26年

６月29日まで 

 同左 

平成19年７月１

日から平成27年

６月29日まで 

 同左  同左 

権利行使価格（円） 

（注）３  
53,334 53,334 495,091 471,100 374,278 

付与日における公正な

評価単価（円） 
－ － － － － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

において、当社グループはインターネットを活用した与信管理ＡＳＰサービス及びコンサルティングサービス

を提供することを主要事業としており、情報サービス事業単一セグメントのため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 69,214.00円

１株当たり中間純利益金額 1,259.02円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 
1,213.60円

１株当たり純資産額  70,563.92円

１株当たり中間純利益金額  871.62円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 
 857.44円

１株当たり純資産額  69,950.04円

１株当たり当期純利益金額  2,411.60円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
 2,341.91円

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 51,138 35,937 98,627 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 51,138 35,937 98,627 

期中平均株式数（株） 40,618 41,231 40,897 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 

      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,520 682 1,217 

（うち新株予約権（株）） (1,520) (682) (1,217) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

(1）平成17年６月29日定時

株主総会決議新株予約

権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 202個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 ３個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 37個 

(2）平成17年12月８日取締

役会決議新株予約権

（第三者割当て） 

（第１回） 

 新株予約権の数 100個 

（第２回） 

 新株予約権の数 100個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

平成17年６月29日定時株主

総会決議新株予約権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 177個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 １個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 35個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

(1）平成17年６月29日定時

株主総会決議新株予約

権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 199個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 ３個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 36個 

(2）平成17年12月８日取締

役会決議新株予約権

（第三者割当て） 

（第１回） 

 新株予約権の数 100個 

（第２回） 

 新株予約権の数 100個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────── 株式取得による会社の買収 

 当社は、平成19年11月16日開催の当社取締

役会において、株式会社ジェービーピーの株

式を取得し子会社化することを決議し、平成

19年11月30日付で同社は当社の子会社となり

ました。なお、同社は、平成20年１月１日付

でリスモン・ビジネス・ポータル株式会社に

商号変更する予定であります。 

１．その旨及び理由 

 株式会社ジェービーピーは中小・中堅企

業向け「Ｊ-ＭＯＴＴＯ（ジェイモッ

ト）」事業（月額3,150円からのグループ

ウェアや月額7,350円からのホスティング

サービスなど）として約4,200の会員企業

様を擁す会員制ビジネスポータルサイトを

運営しております。 

 同社とはこれまでサイト連携をはじめと

した販売連携によりビジネスの拡大を行っ

てまいりましたが、今後は同社を子会社化

することで、より広範な領域で相乗効果を

発揮できる枠組みをつくりグループとして

の成長を一段と加速させる予定です。 

２．株式取得の相手会社の名称 

  双日株式会社 

  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

            など計24名 

３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

 （1）名称 株式会社ジェービーピー 

 （2）事業内容 

インターネットを利用した各種情報提

供サービス業  

 （3）規模（平成19年３月31日現在） 

  ① 売上高   643百万円 

  ② 営業利益  72百万円  

  ③ 経常利益  72百万円  

  ④ 当期純利益 29百万円  

  ⑤ 総資産   272百万円  

４．株式取得の時期  

  平成19年11月30日  

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率  

 （1）取得する株式の数   38,000株 

 （2）取得価額        190百万円 

 （3）取得後の持分比率   95.0％ 

６．支払資金の調達 

  自己資金を充当しております。  

７．発生したのれんの金額、発生原因、償却

の方法及び償却期間 

  未確定のため記載しておりません。  

──────── 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,611,771   1,378,169 1,701,345   

２．売掛金   206,869   242,232 228,970   

３．有価証券   100,039   99,983 3,812   

４．貯蔵品   2,870   5,034 2,601   

５．繰延税金資産   17,032   3,826 7,476   

６．その他   23,124   47,913 28,010   

貸倒引当金   △210   △242 △232   

流動資産合計     1,961,499 65.0 1,776,917 57.7   1,971,985 63.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物   23,498   25,911 24,472   

減価償却累計額   △5,510 17,987 △8,232 17,678 △6,943 17,529 

(2）器具備品   136,391   171,363 156,812   

減価償却累計額   △69,750 66,640 △98,729 72,633 △85,322 71,489 

(3）建設仮勘定     － 3,044   7,190 

有形固定資産合計     84,628 2.8 93,355 3.1   96,208 3.1

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   392,852   469,986 366,282   

(2）その他   413   41,613 103,384   

無形固定資産合計     393,265 13.1 511,600 16.6   469,666 15.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   272,134   456,234 266,074   

(2）関係会社株式   177,916   85,000 177,916   

(3）長期性預金   100,000   100,000 100,000   

(4）その他   26,176   54,613 38,921   

投資その他の資産
合計 

    576,227 19.1 695,847 22.6   582,912 18.7

固定資産合計     1,054,121 35.0 1,300,803 42.3   1,148,787 36.8

資産合計     3,015,620 100.0 3,077,721 100.0   3,120,772 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．未払金   82,849   89,865 91,534   

２．その他 ※１ 68,961   57,153 127,672   

流動負債合計     151,810 5.0 147,018 4.8   219,206 7.0

負債合計     151,810 5.0 147,018 4.8   219,206 7.0

            

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     1,101,508 36.5   1,107,428 36.0   1,102,548 35.3 

２．資本剰余金                    

(1）資本準備金   664,359     670,279     665,399    

(2）その他資本剰余
金 

  686,396     686,396     686,396    

資本剰余金合計     1,350,756 44.8   1,356,676 44.1   1,351,796 43.3 

３．利益剰余金                    

(1）その他利益剰余
金 

                   

繰越利益剰余金   409,290     507,896     461,511    

利益剰余金合計     409,290 13.6   507,896 16.5   461,511 14.8 

株主資本合計     2,861,554 94.9   2,972,000 96.6   2,915,855 93.4 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    △1,994 △0.1   △41,297 △1.4   △18,538 △0.6 

評価・換算差額等合
計 

    △1,994 △0.1   △41,297 △1.4   △18,538 △0.6 

Ⅲ 新株予約権     4,250 0.2   － －   4,250 0.2 

純資産合計     2,863,810 95.0   2,930,702 95.2   2,901,566 93.0 

負債純資産合計     3,015,620 100.0   3,077,721 100.0   3,120,772 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     650,795 100.0 741,987 100.0   1,364,085 100.0 

Ⅱ 売上原価     203,466 31.3 289,061 39.0   466,037 34.2

売上総利益     447,329 68.7 452,925 61.0   898,048 65.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    345,264 53.0 373,626 50.3   698,687 51.2

営業利益     102,065 15.7 79,299 10.7   199,361 14.6

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   313   1,685 1,329   

２．有価証券利息   92   316 288   

３．受取配当金   253   2,840 3,951   

４．その他   152 811 0.1 91 4,933 0.6 291 5,860 0.5

Ⅴ 営業外費用           

１．金銭の信託の運用
損    1,030   － 1,030   

２．株式交付費    942 1,973 0.3 252 252 0.0 1,445 2,476 0.2

経常利益     100,903 15.5 83,980 11.3   202,745 14.9

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※１ 2,772 2,772 0.4 187 187 0.0 2,772 2,772 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

    98,131 15.1 83,792 11.3   199,972 14.7

法人税、住民税及
び事業税 

  38,201   33,781 80,140   

法人税等調整額   5,656 43,857 6.8 3,626 37,407 5.0 13,338 93,478 6.9

中間（当期）純利
益 

    54,273 8.3 46,384 6.3   106,494 7.8

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

その他
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
1,084,067 646,918 686,396 1,333,315 355,017 355,017 2,772,400 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 17,440 17,440   17,440     34,880 

中間純利益         54,273 54,273 54,273 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
17,440 17,440 － 17,440 54,273 54,273 89,153 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
1,101,508 664,359 686,396 1,350,756 409,290 409,290 2,861,554 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
－ － 4,250 2,776,650 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行       34,880 

中間純利益       54,273 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△1,994 △1,994 － △1,994 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△1,994 △1,994 － 87,159 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
△1,994 △1,994 4,250 2,863,810 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

その他
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
1,102,548 665,399 686,396 1,351,796 461,511 461,511 2,915,855 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 4,880 4,880   4,880     9,760 

中間純利益         46,384 46,384 46,384 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
4,880 4,880 － 4,880 46,384 46,384 56,144 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
1,107,428 670,279 686,396 1,356,676 507,896 507,896 2,972,000 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△18,538 △18,538 4,250 2,901,566 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行       9,760 

中間純利益       46,384 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△22,758 △22,758 △4,250 △27,008 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△22,758 △22,758 △4,250 29,136 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
△41,297 △41,297 － 2,930,702 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

その他
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
1,084,067 646,918 686,396 1,333,315 355,017 355,017 2,772,400 

事業年度中の変動額              

新株の発行 18,480 18,480   18,480     36,960 

当期純利益         106,494 106,494 106,494 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
              

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
18,480 18,480 － 18,480 106,494 106,494 143,454 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
1,102,548 665,399 686,396 1,351,796 461,511 461,511 2,915,855 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
－ － 4,250 2,776,650 

事業年度中の変動額        

新株の発行       36,960 

当期純利益       106,494 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△18,538 △18,538 － △18,538 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△18,538 △18,538 － 124,915 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△18,538 △18,538 4,250 2,901,566 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

 満期保有目的の債券  

 償却原価法（定額法）を採用

しております。 

(1）有価証券 

 満期保有目的の債券  

同左 

(1）有価証券 

      ──────── 

   子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

 貯蔵品 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

(2）たな卸資産 

 貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ６～18年 

器具備品    ３～10年 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ６～18年 

器具備品    ４～10年 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。  

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。  

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ６～18年 

器具備品    ３～10年 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３～５年）に基づ

いております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

株式交付費 

同左 

株式交付費 

同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,859,560千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、2,897,316千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19年３

月31日）のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※１ 消費税等の取扱い 

同左 

※１    ───────── 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。 

器具備品 2,772千円

※１ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。 

建物  45千円

器具備品  141千円

※１ 固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。 

器具備品  2,772千円

２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,325千円

無形固定資産 57,156千円

有形固定資産 15,696千円

無形固定資産  72,772千円

有形固定資産  31,330千円

無形固定資産  118,567千円

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社が保有するリース物件１件当たりの金

額が少額であったため、注記を省略しており

ます。 

同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 69,472.56円

１株当たり 

中間純利益金額 
1,336.20円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
1,288.00円

１株当たり純資産額  70,819.00円

１株当たり 

中間純利益金額 
 1,125.00円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
 1,106.69円

１株当たり純資産額  70,323.22円

１株当たり 

当期純利益金額 
 2,603.96円

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
2,528.71円

 当社は、平成17年11月18日付で普通株式１

株につき３株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間における１株

当たり情報は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 44,314.83円

１株当たり 

中間純利益金額 
864.05円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
822.59円

   

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 54,273 46,384 106,494 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 54,273 46,384 106,494 

期中平均株式数（株） 40,618 41,231 40,897 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 

      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,520 682 1,217 

（うち新株予約権（株）） (1,520) (682) (1,217) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

(1）平成17年６月29日定時

株主総会決議新株予約

権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 202個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 ３個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 37個 

(2）平成17年12月８日取締

役会決議新株予約権

（第三者割当て） 

（第１回） 

 新株予約権の数 100個 

（第２回） 

 新株予約権の数 100個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

平成17年６月29日定時株主

総会決議新株予約権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 177個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 １個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 35個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

(1）平成17年６月29日定時

株主総会決議新株予約

権 

（平成17年７月20日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 199個 

（平成17年８月10日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 ３個 

（平成18年４月18日取締役

会決議） 

 新株予約権の数 36個 

(2）平成17年12月８日取締

役会決議新株予約権

（第三者割当て） 

（第１回） 

 新株予約権の数 100個 

（第２回） 

 新株予約権の数 100個 

 なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況 １

株式等の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────── 株式取得による会社の買収 

 当社は、平成19年11月16日開催の当社取締

役会において、株式会社ジェービーピーの株

式を取得し子会社化することを決議し、平成

19年11月30日付で同社は当社の子会社となり

ました。なお、同社は、平成20年１月１日付

でリスモン・ビジネス・ポータル株式会社に

商号変更する予定であります。 

１．その旨及び理由 

 株式会社ジェービーピーは中小・中堅企

業向け「Ｊ-ＭＯＴＴＯ（ジェイモッ

ト）」事業（月額3,150円からのグループ

ウェアや月額7,350円からのホスティング

サービスなど）として約4,200の会員企業

様を擁す会員制ビジネスポータルサイトを

運営しております。 

 同社とはこれまでサイト連携をはじめと

した販売連携によりビジネスの拡大を行っ

てまいりましたが、今後は同社を子会社化

することで、より広範な領域で相乗効果を

発揮できる枠組みをつくりグループとして

の成長を一段と加速させる予定です。 

２．株式取得の相手会社の名称 

  双日株式会社 

  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

            など計24名 

３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

 （1）名称 株式会社ジェービーピー 

 （2）事業内容 

インターネットを利用した各種情報提

供サービス業  

 （3）規模（平成19年３月31日現在） 

  ① 売上高   643百万円 

  ② 営業利益  72百万円  

  ③ 経常利益  72百万円  

  ④ 当期純利益 29百万円  

  ⑤ 総資産   272百万円  

４．株式取得の時期  

  平成19年11月30日  

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率  

 （1）取得する株式の数   38,000株 

 （2）取得価額       190百万円  

 （3）取得後の持分比率   95.0％  

６．支払資金の調達 

  自己資金を充当しております。  

──────── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第７期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

 平成19年12月14日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月20日 

リスクモンスター株式会社  

  取締役会 御中      

  城東監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 竹森 順一  印 

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥居  明  印 

 私たち監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリ

スクモンスター株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、私たち監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 私たち監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち監査法人

に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要

に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たち監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 私たち監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、リスクモンスター株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と私たち監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

リスクモンスター株式会社  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥居  明  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 紀彰  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるリスクモンスター株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、リスクモンスター株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月16日の取締役会決議に基づき、平成19年11月30日に株式

会社ジェービーピーの株式を取得し、同社を子会社とした。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月20日 

リスクモンスター株式会社  

  取締役会 御中      

  城東監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 竹森 順一  印 

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥居  明  印 

 私たち監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリ

スクモンスター株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たち監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たち監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち監査法人

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。私たち監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 私たち監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、リスクモンスター株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と私たち監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

リスクモンスター株式会社  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥居  明  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 櫻井 紀彰  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるリスクモンスター株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成19

年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、リスクモンスター株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月16日の取締役会決議に基づき、平成19年11月30日に株式

会社ジェービーピーの株式を取得し、同社を子会社とした。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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